
愛媛県 道路パトロール結果管理システム構築業務 委託仕様書 

 

１．目的 

県では、業務効率化を進めていくために各課が主体的に業務最適化に取り組んでいる。

本業務では、県管理道路のパトロール業務を対象にプロセスの見直しを実施し、最適化し

たプロセスに合わせ、職員によるシステムの変更にも対応できるよう、ローコードシステ

ム開発ツールを使用したシステムを構築することで効率化を図る。 

 

２．基本方針 

パトロール日誌の電子化およびWebアプリケーション・ システムの構築は、現在使用

されている様式を基に発注者と打ち合わせを行い、作成 開発するものとする。 

 

３．基本要件 

(1)・ 将来的に検討される他システムとの連携を考慮して、親和性の高いWeb 技術により

構築されたシステムを採用する。 

(2)・ システム導入等については、発注者と業務について理解した開発担当者との間で十分

な協議を行い、開発を行う。 

(3)・ 利用拠点数は以下のとおりである。・  

 道路維持課+・10 拠点（各地方局建設部 土木事務所） 

 

４．システム要件 

(1)・ システム開発 

①・パトロールを実施した際に、タブレット等の端末を用いてデータ入力を現地で行え

ること。 

※但し、山間部等電波が届かない場所を除く。 

②・ GPS情報を用いて、現在地を取得できること。 

※但し、山間部等電波が届かない場所を除く。 

③・パトロールルートの管理ができること。 

④・写真を撮影し、クラウド上に保存できること。 

(2)様式作成 

①・ Excel ファイルで出力できること。 

②様式出力後、編集ができること。 

③様式の標準化を行うこと。 

※様式イメージは別紙を参照 

・ ・ (3)セキュリティ 

①ユーザーごとのアクセス権管理ができること。 



 

 

②レコードごとの変更履歴が閲覧できること。 

③ユーザーによる操作の監査ログが閲覧できること。 

④IPアドレス制限機能があること。 

⑤クライアント証明書による端末認証機能があること。 

 

・ ・ (4)その他 

・ ・ ・ ・ ①レコードに対するコメント機能があること。 

・ ・ ・ ・ ②ユーザーに対する通知機能があること。 

・ ・ ・ ・ ③レコードを集計し閲覧できるレポート機能があること。 

 

５．業務の範囲 

(1)ライセンスの調達 

試行期間・（2ヶ月間）に使用できるクラウドサービスを利用するのに必要なライセンス

を調達すること。 

(2)通信キャリアの調達 

試行期間（2 ヶ月間）に使用できる SIM は、県管理道路において最も広い範囲で利用

することができるキャリアを調達すること。 

(3)・ 開発 

Webアプリケーション システムの開発を行うこと。 

(4)・ マニュアル作成 

本業務にて作成したWebアプリケーション・ システムの操作マニュアルを作成するこ

と。 

 

６．履行期間 

契約締結日~令和 6年度 3月 31 日 

 

７．調達方法 

企画提案コンペ(プロポーザル) 

 

8．プロジェクト管理 

(1)・ 実施体制 

 作業管理者として情報処理安全確保支援士の資格を持つ者を 1人配置すること。 

※但し、作業従事者及び作業管理者は兼任してもよい 

(2)・ 打合せ協議 

 打合せは、業務着手時、各作業の中で主要な区切りの時点及び成果品納品時に行う。 

① 業務着手時 



 

 

業務計画書等をもとに、調査方法、内容等の打合せを行うとともに、業務に必要な

資料等の貸与を行う。 

② 中間打合せ 

様式の決定など業務の区切りにおいて、必要回数を計上する。 

③ 成果品納品時 

成果品のとりまとめが完了した時点で打合せを行うものとする。 

 

9．提出物 

本業務に係る提出物は、以下のとおり。なお、特に指定がない限り、紙媒体１部及び電

子データを提出すること。 

(1)・ 契約締結後に速やかに提出するもの 

 業務計画書及び計画工程表 

(2)・ 業務進捗に合わせて随時提出するもの 

 作成したWeb アプリケーション・ システム・（※システムの提供を持って提出とみな

す） 

 各種操作マニュアル 

(3)・ 業務完了時に提出するもの 

 業務完了届及び実施工程表 

 業務報告書 

 タブレット等情報処理端末：10 台 

 GPSセンサー搭載、SIMスロットあり、10インチ以上、アウトカメラ有、 

ストレージ 64GB 以上 

(4)・ その他発注者が業務の確認に必要と認める書類 

 

10．再委託 

本業務の実施に当たり、再委託が必要となる場合は、事前に発注者の承認を得ること。 

 

11．秘密保持 

(1)受注者は、本業務の実施に当たり、知り得た情報を他に漏らしてはならない。本契約

が修了し、又は解除された後も同様の義務を負う。 

(2)受注者は、発注者から提供された資料等を厳重に取り扱うものとし、本業務の目的以

外のために利用（複写及び加工を含む）し、又は第三者に提供してはならない。 

(3)受注者は、本業務終了後、速やかに発注者から提供された資料等を返還すること。 

 

12．情報セキュリティ管理 

本業務の実施に際して、個人情報の保護に関する法律、愛媛県情報セキュリティポリシ



 

 

ーのほか、関係法令等を遵守すること。 

 

13．著作権 

(1) 本業務を遂行するにあたり、新たに発生した関連書類及び開発部分（市販の汎用アプ

リケーション等パッケージソフトに帰属する部分を除く。）の著作権（著作権法第 27条

及び 28 条に規定する権利を含む。）その他の権利については県に帰属するものとし、

受注者は成果物に関する著作者人格権を行使しない。 

(2) 本業務の範囲内で、第三者が権利を有する著作物又は知的所有権等を利用する場合は、

受注者の責任において、その権利の使用に必要な費用を負担し、使用許諾契約に関わる

一切の手続きを行う。 

(3) 本業務の範囲内で、発注者に帰属しない著作物がある場合にあっては、受注者は発注

者に当該著作物の関連文書を成果品として納入するものとし、この関連文書について

も上記(1)及び(2)に準ずる。 

 

14．その他 

受注者において本業務の実施に関し疑義が生じた場合は、速やかに発注者と協議を行

い、指示を仰ぐこと。 

 

以上 

  



 

 

別紙１）パトロール日誌 

 

 

  



 

 

別紙２）異常詳細 

 

 



 

 

 


